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介護予防・自立支援・重度化防止を踏まえたサービス提供

介護保険制度は、国民の共同連帯の理念に基づき、加齢に伴って生じる

心身の変化等により、介護を要する状態になっても、尊厳を保持し、その有

する能力に応じて、その人らしい自立した日常生活を営むことができるように、

国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることが目的として謳われてい

ます。また、サービスの給付は、医療との連携にも十分配慮し、要介護状態

等の軽減または悪化の防止に資するように行われるものとされています。

すなわち高齢者の「自立した日常生活」を支援することが制度の本来の目

的であり、この「自立」には身体的自立に限らず、精神的自立、社会的自立

の観点も含まれます。こうした自立支援を進めていくためには、高齢者の自

己決定を尊重すること、今までの生活が継続できるように支援すること、残存

能力の維持・向上・活用を支援することなどが大切になります。

上記を踏まえ、適切なケアプランと個別のサービス提供計画を作成し、必

要な人に過不足のない適切なサービス提供を行ってください。

➢ 介護保険制度の理念



●介護報酬改定に伴い、算定方法等について、質問が多く寄せられています。また、誤った
請求により返戻されるケースが散見されます。

本市では、ホームページ内の「介護事業」のページに以下の内容を掲載しています。

・「人員・設備及び運営基準」及び「報酬算定基準」等に関するＱ＆Ａ

・国からの通知・事務連絡 等

（※ページの場所：堺市ホームページトップ＞健康・福祉＞福祉・介護＞高齢者福祉

＞事業者向け情報＞介護事業）

介護報酬の算定する際は、当該ページを活用するなどし、必ず誤りのないことを確認のう
え、請求を行っていただきますようお願いします。

●また、たとえば、次のような返戻に関する質問が多いので、お間違えのないよう請求して
ください。

問１：「市町村の認定変更が未決定」とエラーが出ているが、どうすればよいか。

⇒ （答）認定結果が出る前に請求しているので、認定結果をご確認ください。

問２：「給付管理票の提出依頼が必要」とエラーが出ているが、どうすればよいか。

⇒ （答）該当利用者の居宅介護支援事業所等へ連絡をして、給付管理票を国保連合会

へ提出するように依頼する。

（なお、備考欄が保留の場合、請求明細書の再請求は不要です。）

給付に関するよくある質問
～適正な請求を行ってください～



大阪府国民健康保険団体連合会独自システムである「Oh!Shien」
（オーシエン）は、事業所向けの情報公開支援サービスです。

「Oh!Shien」をご利用いただくことで次のことが可能となりますので、
是非ご利用ください。

●インターネット請求を行っている事業所は、審査結果や件数を確認し、
再度請求を行うことができます。（差替可能期間のみ）

●不要な請求情報の削除申請を行うことができます。

●過去に取り扱われた請求額や過誤などの結果を確認することができま
す。

「Oh!Shien」の詳しい内容・設定方法については、大阪府国民健康保険
団体連合会のホームページをご覧ください。

事業所向けインターネット情報公開支援
サービス「OH!Shien」について



医療と介護の連携の強化について

利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、
統計的にみて通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護（生活援
助中心型）を位置付ける場合には、堺市にケアプランを届け出る必要が
あります。（平成３０年１０月施行）
詳しくは⇒ 堺市トップページ＞健康・福祉＞福祉・介護＞高齢者福祉＞事業者向け情報＞介護事業＞ケアプラン点検事業

（注）自立生活支援･重度化防止のための見守り的援助に類型される身体介護を位置づける
場合は、その必要性を明らかにしてください。

ケアプラン点検では、医療系の介護サービスをケアプランに位置付けているにも
かかわらず、主治の医師等の意見徴取について確認できないなど、主治の医師等と
の情報連携ができていない事例が多く見受けられます。

平成30年度の制度改正では、医療系の介護サービスをケアプランに位置付けるに
当たって、主治の医師等に対し、指示があることの確認や意見を求めることに加え、
新たに、意見を求めた主治の医師等に対しケアプランを交付することが義務づけら
れました。今後とも医療と介護の連携の一層の推進に努めてください。

訪問回数の多い利用者のケアプラン
の届出が必要です



自立支援を踏まえたサービス提供
➢ 「自立支援」の実現に向けて

○利用者が要介護状態となっても、尊厳を維持し、その有する能力に
応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援する「自立支
援」の考え方を、利用者、家族、関係者で共有を図ってください。

○「自立支援」の考え方が共有されたうえで、利用者の選択に基づき、
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に、
過不足なく提供されるよう配慮してください。

➢ ケアマネジメントの質の向上に向けて

○ケアマネジメントのプロセスを可視化するとともに、ケアカンファ
レンスにおける多職種協働の円滑化を図るため、アセスメントから
ケアプラン作成に至る思考過程を明確にする「課題整理総括表」を
活用した課題の導き出し方を身につけてください。

○多職種協働により、自立支援に資する適切なサービスが提供される
よう実効性のあるケアカンファレンスの開催を徹底してください。

堺市ホームページで、適切なケアマネジメントについて、ＱＡ等を掲載しています。介護支援専門員や居宅
サービス計画担当者はぜひご覧ください。
詳しくは⇒ 堺市トップページ＞健康・福祉＞福祉・介護＞高齢者福祉＞事業者向け情報＞介護事業＞ケアプラン点検事業

堺市 健康福祉局 長寿社会部 介護保険課（認定点検係） TEL072-228-7513



新型コロナウイルス感染症に係る本市における要介護認
定の臨時的取扱いに関する今後の取扱いについて

●現在の有効期間満了日が令和5年4月30日以降の被保険者は、通常通りの
更新認定を実施します。
ただし、次の➀・②に該当し、「介護保険 要介護・要支援認定 臨時的
取扱いに関する申出書」の提出があった場合で、現在の有効期間満了日が
令和6年3月31日までの被保険者に限り、例外的に現在の要介護度で認定
有効期間を一律12か月延長する取扱いを可能とします。

①認定調査の実施困難施設入所者
②上記① 以外の理由により、認定調査に際し、面会が困難な状況である

●延長した有効期間の満了前であっても、心身の状態が変化した等の場合は、区分変更
(要支援者にかかる要介護新規申請を含む)の申請を行うことが可能です。

●延長した有効期間満了６０日前から更新申請を行うことができます。
●新規申請・区分変更申請(要支援者にかかる要介護新規申請を含む)については、認定

調査を実施し、介護認定審査会において審査判定を行います。

新たな取扱いについて、国から方針を示された場合は、市ホームページ等でお知らせしますので、ご確認くだ
さい。 市ホームページ http://www.city.sakai.lg.jp/ トップページ＞健康・福祉＞福祉・介護＞介護＞介護・お知らせ

堺市 健康福祉局 長寿社会部 介護保険課（認定点検係） TEL072-228-7513

※以下の取扱いについては、これまでと変わりありません。

http://www.city.sakai.lg.jp/


要介護・要支援認定申請書に医療保険被保険者
番号等の記載が必要です！

🌁健康寿命の延伸の推進や地域包括ケアシステムの構築に活用するため、保健医
療分野のデータベースの情報を一つにまとめる「鍵」として、医療保険被保険者番
号を活用し、連結されたデータを今後、産業界・学校・官公庁で様々な分析を行っ
ていくことになりました。

🌁このため、一部法改正により、令和4年4月1日から、第1号被保険者（65歳以
上の方）においても、要介護・要支援認定申請書へ医療保険被保険者番号等を記載
することとなりました。これに伴い、下記のとおり、医療保険者名等の記載欄を設
け、要介護・要支援認定申請書を新しい様式へ変更しています。

🌁申請の際、第1号被保険者（65歳以上の方）の医療保険被保険者証の写しの添
付は不要です。（ただし、第2号被保険者の方は、従来どおり医療保険被保険者証
の写しの添付をお願いします。）

記載された番号等をそのまま入力し、データ送信しますので、正しい記号番号を
ご記入いただきますよう、ご協力をお願いいたします。



「主治医意見書問診票」活用のご案内

介護保険の要介護認定における主治医意見書は対象者の病状や日常生活にお
ける介護の手間を確認するための重要な資料です。主治医へ意見書を作成してい
ただくにあたり、申請者の日頃の様子や状況等をより詳しく知っていただくために、
「主治医意見書問診票」の活用をご検討ください。

なお、令和２年４月から新しくなった「主治医意見書問診票」の様式は、堺市医師会
ホームページからのダウンロードや、お住まいの区役所地域福祉課介護保険係の
窓口でもお渡しできます。

お書きいただいた「主治医意見書問診票」は、意見書の作成をお願いしている主治
医へ、直接、ご提出をお願いします。

【新しい「主治医意見書問診票」より抜粋】





指導形態

介護保険法に基づく介護保険施設及び事業者に対する指導監督につ
いて、令和4年3月31日付けで定められた｢介護保険施設等指導指針｣

において、下記の指導形態が示されました。

※運営指導

従前の実地指導は令和4年度から運営指導に名称が変更となりました。

運営指導は、原則、実地で行うことと定められています。

本市では、従前の実地指導と同形態で行っております。

具体的な実施方法等につきましては、運営指導を行う際に対象事業所へ

通知いたします。

①集団指導

介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及
び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導。

②運営指導

個別サービスの質、基準等に規定する運営体制、加算等の介護報酬請求の
適正実施に関する指導。



秘 密 保 持

○従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその
家族の秘密を漏らしてはならない。

○事業者は、従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り
得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措
置を講じなければならない。

※ 「 退職後 」 においても同様です。

○従業者は、サービス担当者会議などにおいて、利用者の個人情報
を用いる場合は利用者の同意を、利用者家族の個人情報を用いる
場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければな
らない。

※ 個人情報利用同意は、家族の代表者からのみ得ておけばよいの
ではなく、それぞれから得ておくことが必要です。



職場におけるハラスメントの防止のための
雇用管理上の措置

事業主には、「職場におけるハラスメント」の防止のための雇用管理上
の措置を講じることが義務付けられています。

○事業主が講ずべき措置
【特に留意されたい内容】
・事業主の方針等の明確化及びその周知･啓発
・相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な
体制の整備

○ 顧客等からの迷惑行為【カスタマーハラスメント】防止のために事業主が講じることが望ましい取組の例
・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・被害者の配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対応
させない等)
・被害防止のための取組(マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組)



委員会の実施・指針の整備
担当者の設置・研修及び訓練

委員会の実施 指針の整備

研修及び訓練

担当者の設置

〇感染症予防まん延防止委員会（1/6m）
（施設系は食中毒防止も含むこと）

〇虐待防止対策検討委員会（定期）

〇身体的拘束等適正化対策検討委員会
（1/3ｍ）

〇事故発生防止委員会（定期）

【注釈】
①赤文字＝令和6年3月31日までは努力義務。
②（）内は開催頻度等。（1/6m=6月に1度)
③白枠内は施設系（一部の地域密着型含む）のみ対象。
④下線部は、未実施の場合、減算の規定有。

〇感染症予防まん延防止指針
（施設系は食中毒防止も含むこと）

〇虐待防止指針

〇身体的拘束等適正化指針
〇事故発生防止指針

〇従業者の資質向上のための研修（計画
的）

〇認知症介護基礎研修（無資格者採用後1年
以内）

〇業務継続計画(BCP)に基づく研修・訓
練(※)

〇感染症予防まん延防止研修及び訓練
(※2)（施設系は食中毒防止も含め2/y）

〇虐待防止研修（1/y及び新規採用時)

〇身体的拘束等適正化研修（2/y）
〇事故発生防止研修（2/y及び新規採用時）

(※) 研修・訓練それぞれ居宅系は年1回、施設系は年2回。新規
採用時は要研修。感染症の業務継続計画に基づく研修は、感
染症予防まん延防止研修と一体的に行うことが可能。

(※2)研修・訓練ともに居宅系は(1/y)、施設系は(2/y)。また、
新規採用者は1年以内に要研修。

〇虐待防止担当者
〇感染対策担当者

〇事故発生防止担当者



文書負担軽減や手続きの効率化による業務負担軽減

令和3年度報酬改定で改定された文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の負担軽減



経過措置中（令和6年3月31日まで）の事項

（※）介護老人福祉施設及び介護老人保健施設のみ

・「虐待防止のための措置に関する事項」の運営規程への盛
り込み

・無資格者の認知症介護基礎研修受講のための措置

・業務継続計画の策定等

・感染症発生及びまん延防止措置

・虐待の防止措置

・栄養管理（※）

・口腔衛生の管理（※）

今年度中に
必ず対応を！！





報告すべき事故 報告すべき事故
以外の事故

ヒヤリハット

報告書を事業所で保管

事故発生後のフローチャート

骨折や出血等により縫合
が必要な外傷又はそれ以
上の外傷、若しくは入院、
医療機関で受診を要した
もの（軽度の切り傷、擦
過傷、打撲は除く）

軽微な負傷であっても、家族との間に、
サービス中に起こった事故に起因するトラ
ブルが生じているか、生じる可能性がある
場合はご報告ください。

事故防止

事故発生から14日以内に

堺市へ事故報告書を提出



事故防止

報告すべき事故の種類
①サービス提供中における死亡事故及び負傷等

死亡、転倒、転落、誤嚥、異食、誤薬・与薬漏れ等、医療処置関連（チューブ抜
去等）、原因不明、その他（溺水、交通事故、福祉用具不良、介護ミス、暴力行
為、行方不明、過失・法令違反及びその他の理由により利用者がサービスの不利
益を被ったもの）

②利用者が病気等により死亡した場合であっ
て死因等に疑義が生じる可能性がある場合

③震災、風水害及び火災等の災害により、
サービスの提供に影響するもの

④食中毒、感染症及び結核の発生又はそれら
が疑われる状況が生じ保健所へ届出たもの
のうち、緊急性・重大性の高いもの

⑤その他、堺市が報告を必要と判断する
もの

報告すべき負傷の程度①骨折 ②縫合が必要な外傷 ③入院

④医療機関（施設内の医療処置含む）での治療を要した場合
（軽度の切傷、擦過傷、打撲を除く）

上記①～⑤以外でも、利用者及び家族等との間でトラブルが生じているか生じる可能性がある場合は報告



事故報告書の提出方法について

提出方法
電子メール 〇
郵送 〇

窓口持参 〇
ＦＡＸ ×

提出先メールアドレス

kaiji@city.sakai.lg.jp
※事業所側で記録が必要な場合は、

電子メールの「開封通知」機能を
利用するなどしてください。

電子メールでの提出の際は件名欄を下記のとおりご記載
ください

件名：【事故報告書】〇〇（●●）
（白丸箇所は事業所名、黒丸箇所はサービス種別を
記入）

※緊急性・重大性が高い事故については、速やかに第一報を報告して
ください。

（家族からの苦情申し立てがある等、事業所が必要と判断する場合は事前電話報告をしてく
ださい）

mailto:提出先メールアドレスkaiji@city.sakai.lg.jp


重要事項の説明時「緊急時等における対応方法」についてきちんと
説明していますか。

事故発生時には家族等へ事故発生の状況等を説明していますか。

堺市に報告すべき事故報告書の提出を怠っていませんか。

事故報告書の内容に不備や記載漏れがありませんか。

苦情を受けた場合には苦情の経過及び対応方法等を記録していま
すか。

事故発生に関するチェックポイント





１．事業運営上の留意事項



堺市からの情報提供について



介護事業者・施設向けのホームページを活用してください

① 居宅サービス事業 、 居宅介護支援事業、
地域密着型サービス事業、 介護保険施設

トップページ ▶ 健康･福祉 ▶ 福祉･介護 ▶
▶高齢者福祉 ▶事業者向け情報 ▶ 介護事業

② 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅

トップページ ▶ 健康･福祉 ▶ 福祉･介護 ▶
高齢者福祉 ▶ 事業者向け情報 ▶ 福祉事業
▶ 有料老人ホーム（事業者用）

堺市からの情報提供について



届出書に係る留意事項



変更届出書

提出方法

留意点

※当日消印有効

締 切 変更から１０日以内

・事実発生日ごとに作成すること

・事業所番号ごとに１部作成すること(法人情報変更の場合を除く)

・変更届出書への押印は不要であること

・添付書類の原本証明は不要であること

郵送



介護事業者課から必要な通知等を受信可能な
メールアドレスがありましたら登録をお願いします。

メールアドレスの登録

登録方法
介護事業者課メールアドレスへ

（kaiji@city.sakai.lg.jp）
以下の項目を入力し送信してください。
※携帯電話のアドレスは不可です。

（件名） メールアドレスの届出
（メール本文）
①事業所番号
②事業所名
③サービス種別
④メールアドレス
⑤問い合わせ先（担当者名・電話番号）

mailto:kaiji@city.sakai.lg.jp


加算に関する届出書

提出方法

！注意！

⇒取り下げが必要となった場合は速やか
に届け出ること

前月１５日（入所系は算定月初日）

※当日消印有効

締 切

・特定記録郵便で送付すること

・変更届出書ではなく、「介護給付費（第１号事業給付費）算定

に係る体制等に関する届出書」を提出すること

郵送



廃止・休止・再開届出書

締切

！注意！

廃止・休止 ⇒ 廃止日・休止日の１ヶ月前まで

再開 ⇒ 再開後１０日以内

➢電話で予約し、来庁にて届出を行うこと

➢休止期間はおおよそ６ヶ月

作成・提出前に必ずホームページをご確認ください



業務管理体制の届出



業務管理体制の整備に関する届出

【事業者が整備する業務管理体制】

【業務管理体制整備の確認検査】

一般検査 届け出のあった体制の整備・運用状況を確認するため
定期的に実施

特別検査 指定取り消処分相当事案が発覚した場合に実施

事業所数 整備すべき事項

１以上２０未満 ①法令遵守責任者の選任

２０以上１００未満
①法令遵守責任者の選任
②法令遵守規程の整備

１００以上
①法令遵守責任者の選任
②法令遵守規程の整備
③法令遵守に係る監査の実施



業務管理体制の整備に関する届出先

区分 届出先

指定事業所が３以上の地方厚生局の
管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣

指定事業所が２以上の都道府県に所在し、
かつ、２以下の地方厚生局の管轄区域に
所在する事業者

事業者の主たる事務所が所在する都道府県知
事

指定事業所が同一指定都市内にのみ所在
する事業者 指定都市の長（堺市介護事業者課）

指定事業所が同一中核市内にのみ所在す
る事業者（介護療養型医療施設を含む場
合は除く）

中核市の長

地域密着型サービス（予防含む）のみを
行う事業者で、指定事業所が同一市町村
内にのみ所在する事業者

市町村長（堺市介護事業者課）

上記以外の事業者
指定事業所等の所在地の都道府県知事
（大阪府高齢介護室介護事業者課）





●支給対象

介護職員のみ。

●算定要件

加算（Ⅰ） 加算（Ⅱ） 加算（Ⅲ）

キャリアパス要件のうち、
①＋②＋③を満たす

かつ
職場環境要件を満たす

キャリアパス要件のうち、
①＋②を満たす

かつ
職場環境要件を満たす

キャリアパス要件のうち、
①ｏｒ②を満たす

かつ
職場環境要件を満たす

以下のとおりキャリアパス要件及び職場環境等要件
を満たすこと。



〈キャリアパス要件〉
①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること

②資質向上のための計画を策定して研修の実施または研修の機会を確保
すること

③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき
定期に昇給を判定する仕組みを設けること。

※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。

〈職場環境等要件〉
賃金改善を除く、職場環境等の改善



介護職員等特定処遇改善加算

●支給対象

事業所が、①経験・技能のある介護職員、②その他
の介護職員、③その他の職種に配分。

●算定要件

以下の要件を全て満たすこと。
※介護福祉士の配置割合等に応じて、加算率を二段階に設定。

●処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅲ）のいずれかを取得していること
●処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
●処遇改善加算に基づく取組について、ホームページ掲載等を通じた
見える化を行っていること



全体のイメージ

介護職員等ベースアップ等支援加算
【令和４年１０月分から開始】

処遇改善加算（Ⅰ）
月額３．７万円相当

処遇改善加算（Ⅱ）
月額２．７万円相当

処遇改善加算（Ⅲ）
月額１．５万円相当

新加算

新加算

新加算

特定処遇
改善加算
（Ⅰ）

特定処遇
改善加算
（Ⅱ） 特定処遇

改善加算
（Ⅰ）

特定処遇
改善加算
（Ⅰ）

特定処遇
改善加算
（Ⅱ）

特定処遇
改善加算
（Ⅱ）

ベースアップ支援加算

月額０．９万円相当

ベースアップ支援加算
月額０．９万円相当

ベースアップ支援加算
月額０．９万円相当

※事業所の総報酬に加算率（サービス
毎の介護職員数を踏まえて設定）を
乗じた額を交付。



介護職員等ベースアップ等支援加算

処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅲ）のいずれかを取得している
こと。

●算定要件

加算額の３分の２は「基本給」又は「決まって毎月支払
われる手当」の引き上げに使用すること。

●支給対象

介護職員。

ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善に
この処遇改善の収入を充てることができる。





生活保護における介護券の取扱いについて

１ 有効な介護券の確認
福祉事務所から送付される介護券の公費受給者番号、有効期間、本人支払額等を必ず確認してくださ

い。

２ 本人支払額の徴収
介護券に本人支払額の記載がある場合は、本人から当該金額を徴収し、残額を介護報酬として大阪府

国民健康保険団体連合会（国保連）へ請求してください。

３ 介護給付費明細書への正確な転記
介護券に記載されている内容（公費受給者番号等）を介護給付費明細書へ正確に転記してください。

また、令和5年1月に公費受給者番号の変更及び、原則、固定化についてご案内いた
しましたが、システム改修に伴い、令和5年4月以降に発券する介護券の公費受給者
番号が再度変更となっております。公費受給者番号の変更に伴う公費受給者番号相
違の請求が多く見られますので、該当月分の介護券に記載されている資格情報を十
分ご確認いただいた上でご請求いただきますようお願い申し上げます｡

堺市ホームページ内に「指定介護機関の手引き」を掲載しておりますので、ご確認
をお願い申し上げます。





高齢者虐待とは、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等
に関する法律」（高齢者虐待防止法）によると、高齢者（65歳以上の
人）に対する養護者及び養介護施設従事者等による虐待行為を指す。

◎養護者

高齢者を現に養護する者で養介護施設従事者に該当しない者。

例）家族、同居人、近隣住民など

◎養介護施設従事者等

老人福祉法に基づく老人福祉施設、有料老人ホーム又は介護保険法に
基づく介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地
域密着型介護老人福祉施設、地域包括支援センターの業務に従事する者。

＜本市の養介護施設従事者等による虐待状況＞（大阪府への報告件数）

・令和２年度：４件、令和３年度：８件、令和４年度：１０件

高齢者虐待とは？



 身体的虐待
（殴る、蹴る、無理に食事を口に入れる、ベッドに縛り付ける※等）

※緊急やむを得ない場合の３要件を満たさない身体拘束

 介護・世話の放棄・放任
（髪や爪が伸び放題、いつも同じ服、脱水症状、栄養失調、介護・医療サービス

を制限又は使わせない等）

 心理的虐待
（怒鳴る、ののしる、悪口を言う、侮辱を込めて子供のように扱う、意図的に無視

する等）

 性的虐待
（排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する、キス・性器への接触等）

 経済的虐待
（日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない、本人の自宅などを本人に無断で

売却する、年金や預貯金を本人に無断で使用する 等）

高齢者虐待の種類



施設において、職員が夜間のオムツ交換時に利用者が暴れ出し、落ち
着かせようとして両手首を握って抑えつけようとしたが、それでも収ま
らなかったため、身体を押しのけた。その拍子で利用者は壁に頭をぶつ
け、右顔面と両手首にあざができた。また、普段から利用者に「なんで
こんなことができないの」など利用者の行為を否定するような発言をし
ていた。

⇒「身体的虐待」と「心理的虐待」に該当します。

夜間の排泄介助中に、利用者の身体を壁にぶつかるほど強い力で押し
た行為、右顔面にあざをつくるほど強くぶつけた行為、あざができるほ
ど強い力で両手首を握った行為は、身体的虐待の暴力的行為に該当する。

また、利用者の行為を否定するような発言は「心理的虐待」に該当する。

養介護施設従事者等による虐待事例



①認知症のある高齢者本人の同意により身体拘束を行っている場合、
高齢者虐待に該当するか。

⇒認知症のある高齢者本人、家族や成年後見人等の同意のみの
身体拘束は、本人の判断能力の程度に関わらず、緊急やむを得な
い３要件を踏まえていないため、身体的虐待に該当する。

②同僚の虐待行為を知った職員が、誰にも報告せず、その行為を放置
した。この行為は、介護・世話の放棄・放任に該当するか。

⇒同僚の虐待行為を放置した職員の対応も、職務上の義務を著し
く怠ったとして「介護・世話の放棄・放任」に該当する。

社団法人日本社会福祉士会
「市町村・都道府県のための養介護施設従事者等による高齢者虐待対応の手引き」

養介護施設従事者等による虐待事例



養介護施設従事者等による
虐待を発見した際の対応

・養介護施設従事者等は、自分の働いている施設

などで高齢者虐待を発見した場合、市区町村に

通報する義務が生じる。

・養介護施設従事者等が通報を行った場合であって

も、守秘義務違反にはならない。

（高齢者虐待防止法第21条第6項）

【相談、通報先】
介護事業者課又は長寿支援課



・虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、

市町村への通報努力義務が生じる。

※通報があった際、市町村は事実確認を行います

ので、調査にご協力をお願いします。

（高齢者虐待防止法第9条第1項、第24条）

養護者による虐待を
発見した際の対応

【相談、通報先】
各地域包括支援センター又は各区地域福祉課



・高齢者の権利を擁護し、尊厳を守らなければならない。

・事業所職員の状況、職場環境の問題等を把握する。

＜虐待の未然防止＞（高齢者虐待防止法第20条）

①養介護施設等が自ら企画した研修を定期的に実施すること

②苦情処理体制が施設長等の責任の下、運用されること

③メンタルヘルスに配慮した職員面談等を組織的に対応すること

④業務管理体制を常に自主的に点検し、必要に応じ、体制の見直

しや運用の改善を行うこと

虐待防止における基本的事項



 高齢者自身が抱える要因

介護抵抗がある、認知症がある、頻回にコールを鳴らして職員を呼ぶ、
コミュニケーションが取りづらい等

 職員自身が抱える要因

高齢者への理解不足（認知症等の病気への理解、高齢者本人の心身の
特徴理解）、スキル不足（介護面、コミュニケーション面等）、感情
のコントロールができない、職場で相談できる人がいない等

 環境が抱える要因

人手不足、残業が多い、休みが取れない、職員会議がない、意見が言
い出せない環境、研修体制が整っていない等

虐待が起こりやすい背景

職員の知識・技術不足が最も多い要因





労働時間の適正な
管理について

堺労働基準監督署



労働時間とは
労働時間＝使用者の指揮監督下にある時間

・交替制勤務の引継ぎ ・打ち合わせ、会議

・業務報告書の作成

・手待ち、待機時間 ・作業の準備、後始末

・参加が業務上義務づけられている研修

・移動時間（事業所⇄利用者宅、利用者宅⇄利用者宅の相互間）

使用者の明示、黙示の指揮命令下、就業規則の定
め、職場慣行等、使用者の指揮監督下に置かれて

いると認められる時間

労働時間



① 労働時間の状況の把握の実効性確保

健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、すべて

の人の労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう法律

で義務付けられています。

客観的な方法とは ⇒タイムカードによる記録、パソコン等電子計算機の
使用時間の記録等

その他適切な方法とは ⇒(1)使用者が自ら現認することにより確認すること
(2)タイムカードの記録等の客観的な記録を基礎と
して確認し、適正に記録すること等

※把握した記録は、３年間の保存が必要です。



② 時間外労働の上限規制

法律で残業時間の上限を定めており、これを超える残業はできません。

１年間＝12か月

年間６か月まで

残業時間(原則)
月45時間
年360時間

法定労働時間
１日８時間
週40時間

法律による上限(原則)

法律による上限(例外)
・年720時間
・複数月平均80時間＊
・月100時間未満＊

＊休日労働を含む



１か月の時間外労働

１日８時間・１週40時間
を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 25%

③ 月60時間を超える残業の割増賃金率が上がります

１か月の時間外労働

１日８時間・１週40時間
を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 50%

（現在） （改正後）

月60時間超の残業割増賃金率

大企業、中小企業ともに５０％

※中小企業の割増賃金率を引上げ

月60時間超の残業割増賃金率

大企業は ５０％

中小企業は ２５％

２０２３年４月から



④ 年5日の年次有給休暇の取得が義務化

①使用者が労働者に取得時季の希望を聴取

②労働者の希望を踏まえ使用者が取得時季を指定

③○月×日に年休が成立

労働者が年5日取得しない場合、使用者が労働者の希望を聴き、

希望を踏まえて時季を指定。

例 ｢○月×日に休んでください」

労働者 使用者

使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日（基準日）から１年以内に５日取
得しない場合は、取得時季を指定して取得させなければなりません。
※１年で１０日以上付与される労働者が対象



使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿（時季、取得日数及び基準日を明らか
にした書類）を作成し、３年間保存しなければなりません。

(例）労働者名簿又は賃金台帳に以下のような必要事項を盛り込んだ表を追加する。(赤字は記載例)

年次
有給
休暇
取得
日数

基準日 2019/４/１

取得日数 １７.５日

年次有給休暇を
取得した日付

2019/
4/4(木)

2019/
5/7(火)

2019/
6/3(月)

2019/
7/1(月)

2019/
8/1(木)

2019/
8/13(火)

2019/
8/14(水)

2019/
8/15(木)

2019/
8/16(金)

2019/
8/19(月)

2019/
9/2(月)

2019/
10/9(水)

2019/
11/5(火)

2019/
12/6(金)

2020/
1/14(火)

2020/
2/10(月)

2020/
3/19(木)

2020/
3/20(金)
（午前）

基準日

取得日数

時季（年次有給休暇を取得した日付）

休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項（労働基準法第89条）である
ため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象と
なる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなり
ません。

年次有給休暇管理簿

就業規則への規定



「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項

（１）労働条件の明示

◼労働契約の締結時には、労働者に対して以下の労働条件を明示しなければなりません

（労基法第15条第１項、労基則第５条）。

必ず明示しなければならない事項
定めをした場合に

明示しなければならない事項

書面※で交付しなければならない事項

⚫ 契約期間

⚫ 期間の定めがある契約を更新する場合

の基準

⚫ 就業場所、従事する業務

⚫ 始業・終業時刻、休憩、休日など

⚫ 賃金の決定方法、支払い時期など

⚫ 退職(解雇の事由を含む）

⚫ 退職手当

⚫ 賞与など

⚫ 食費、作業用品などの負担

⚫ 安全衛生

⚫ 職業訓練

⚫ 災害補償など

⚫ 表彰や制裁

⚫ 休職
⚫ 昇給

◼特にシフト制労働契約では、以下の点に留意しましょう。

「始業・終業時刻」

労働契約の締結時点で、すでに始業と終業の時刻が確定している日については、労働条件通知書などに

単に「シフトによる」と記載するだけでは不足であり、労働日ごとの始業・終業時刻を明記するか、原

則的な始業・終業時刻を記載した上で、労働契約の締結と同時に定める一定期間分のシフト表等を併せ

て労働者に交付する必要があります。

「休日」

具体的な曜日等が確定していない場合でも、休日の設定にかかる基本的な考え方などを明記する必要が

あります。



（２）シフト制労働契約で定めることが考えられる事項

◼前頁の明示事項に加えて、トラブルを防止する観点から、シフト制労働契約では、シフトの作成・変更・

設定などについても労使で話し合って以下のようなルールを定めておくことが考えられます（作成・変更

のルールは、就業規則等で一律に定めることも考えられます）。

作成

・シフトの作成時に、事前に労働者の意見を聞くこと

・シフトの通知期限 例：毎月○日

・シフトの通知方法 例：電子メール等で通知

変更

・一旦確定したシフトの労働日、労働時間をシフト期間開始前に変更する場合に、使用者や労働者が申出を

行う場合の期限や手続

・シフト期間開始後、確定していた労働日、労働時間をキャンセル、変更する場合の期限や手続

※一旦確定した労働日や労働時間等の変更は、基本的に労働条件の変更に該当し、使用者と労働者双方の合意が必要である点

に留意してください。

設定

作成・変更のルールに加えて、労働者の希望に応じて以下の内容についてあらかじめ合意することも考えら

れます。

・一定の期間中に労働日が設定される最大の日数、時間数、時間帯
例：毎週月、水、金曜日から勤務する日をシフトで指定する

・一定の期間中の目安となる労働日数、労働時間数
例：１か月○日程度勤務／１週間あたり平均○時間勤務

・これらに併せて、一定の期間において最低限労働する日数、時間数などを定めることも考えられます。
例：１か月○日以上勤務／少なくとも毎週月曜日はシフトに入る

（３）年次有給休暇

◼所定労働日数、労働時間数に応じて、労働者には法定の日数の年次有給休暇が発生します（労基法第

39条第３項、労基則第24条の３）。使用者は、原則として労働者の請求する時季に年次有給休暇を取

得させなければなりません（労基法第39条第５項）。「シフトの調整をして働く日を決めたのだから、

その日に年休は使わせない」といった取扱いは認められません。



定期健康診断の実施
あなたの会社は、年１回、定期に健康診断
を実施していますか？

労働者の安全と健康を守るための「労働安全衛生
法」という法律は、経営者に対して、「１年に１回、
定期に健康診断を実施」することを義務づけていま
す。これを「定期健康診断」といいます。
たとえ労働者が１人でも、実施する義務があります。



あなたの会社で、パート社員などの短時間労働者
で、常時働いている人がいますか？

労働安全衛生法は、経営者に対して、パート社
員などの短時間しか働かない労働者でも、正規労
働者の4分の3以上働く人には、一般定期健康診断
を受診させることを義務づけています。
（労働安全衛生法66条１項）

パート社員への一般定期健康診断



常態として１週間に１回、月４回以上、午後
１０時から午前５時までの間に働く労働者に
ついては、必ず半年に1回深夜業に従事する
労働者を対象とした健康診断が必要です。

深夜業の従事者への健康診断

健康診断の項目などは、一般定期健康診断と同一です。





感染症対策の基礎知識について

堺市保健所 感染症対策課



感染成立の３要因

感染源
(細菌・ウイルス等)

感受性のある宿主
(人間)感染経路

感染症対策の基本

感染源への対応
(隔離・消毒等)

抵抗力の強化
(予防接種等)

感染経路の遮断



感染症の原因となる微生物を含むものが感染源 ！
⚫排泄物（嘔吐物、便・尿等）

⚫血液 ・ 体液 ・ 分泌液（膿、たん等）

⚫上記を触れた手で、食品や物品(手すり・ドアノブ)などに触れたもの

感染源への対応

抵抗力(免疫力)の強化
感染を受けやすい人とは・・・

● 乳幼児（免疫力が未熟なため）

● ステロイド剤、免疫抑制剤などの使用者（免疫力を下げる）

● 低栄養、血液疾患などの基礎疾患のある人（免疫力が低い状態）

ワクチン接種

睡眠・休養・栄養をとること



感染経路

⚫はしか（麻疹）

⚫水ぼうそう（水痘）

⚫結 核

⚫風しん

⚫インフルエンザ

⚫ノロウイルス

⚫腸管出血性大腸菌（O157など）

⚫サルモネラ

空気感染

飛沫感染

接触感染

病気

感染経路の遮断

空気中を浮遊している

病原体を吸い込んで

感染する

咳やくしゃみにより

病原体を浴びて

感染する

人→人、人→物→人と

病原体に触れることで

感染する



日頃の対策

感染症流行時の対策

標準予防策
(スタンダード・プリコーション)
基本的な感染予防策

＋

<主な病原体> 結核菌、麻疹ウイルス等
N95マスク など

<主な病原体> インフルエンザ、新型コロナウイルス等
マスク、ゴーグル など

<主な病原体> 腸管出血性大腸菌、ノロウイルス、疥癬、

新型コロナウイルス等

ガウン（またはエプロン）、手袋 など

標準予防策を行い、さらに以下の対応を行う

内容
手指衛生、手袋、マスク、エプロンなど個
人用感染防護具(PPE)の装着やケアに使用
した器具の洗浄・消毒・環境対策など

汗を除く全ての体液、血液、分泌液、排泄物
は感染の危険性があるものとして取り扱う

空気感染予防策

飛沫感染予防策

接触感染予防策

感染経路別予防策
内 容

参考：介護現場における感染対策の手引き（厚生労働省）



新型コロナウイルス発生時の施設の感染症対策

【陽性者と濃厚接触者の隔離】
◎ベストは個室対応
・施設の状況（個室がない）、ご本人の状況（認知症あり）等

⇒事前に隔離の方法を考えておく
・濃厚接触者の隔離をしていない

⇒濃厚接触者が陽性となった場合、感染拡大につながる（事例あり）

【陽性者の対応】
◎施設医（主治医）の対応可能な医療提供内容を確認
・薬の処方、往診、点滴、酸素の指示等
◎隔離目的の入院はできない（Ｓｐｏ２の正しい計測を）
・新型コロナの症状悪化（肺炎症状の増悪）
◎延命治療の希望は本人、家族に確認を
・入院先の選定に影響がある

【有症状者の確認と検査】
◎有症状者は優先して検査
・結果が「陰性」であっても症状が続いていれば「隔離」
◎スクリーニング検査の実施が望ましい
・施設内の感染拡大状況を把握するため
◎陰性確認はしない



重症度や専門性に応じた入院調整
入院の基準

・原則として中等症Ⅱ及び中等症Ⅰの患者

中等症Ⅱ：SpO2≦93％または酸素投与が必要な患者

中等症Ⅰ：93％＜SpO2＜96％または肺炎所見ありの患者



正しく測定するための注意点①

パルスオキシメーターの使い方

◎椅子や床に座った状態で計測してください。

◎寝ている状態では正しく計測できません。

◎座った状態で、数回深呼吸します。落ち着いた状態で計測してください。

計測中は、手や体を動かしたり、喋ったりせずに、静かに呼吸をしてください。

◎運動後や、咳が出ている状態の時も、正しく計測できません。

◎日光など、強い光があたらない場所で計測してください。

◎指先が冷たいと正確に計測することができません。

マッサージをするなどして、よく温めてから計測してください。

◎マニキュア等が付着している場合、正しく計測ができません。

爪には何も付いていない状態で計測してください。



正しく測定するための注意点③

パルスオキシメーターの使い方

◎画面が上になる様に装着してください。

横向きや裏返しになっていると、正しく計測できません。





火災通報装置による消防署への通報

ボタンを押して起動
出場までの流れ（手動式）

火災通報装置

感知器

出場までの流れ（連動式）

火災通報装置自動火災報知設備

自動火災報知設備からの
火災信号により起動

呼び返しの連絡

呼び返しの連絡

応答がなければ、出場

応答がなければ、出場



消防用設備等点検報告制度

防火対象物の関係者は、設置されている消火器や誘導灯などの消防用設備等を
定期的に点検し、その結果を消防署長へ報告する必要があります。

【機器点検】

【総合点検】

【報告期間】

主に次の事項について消防用設備等の種類等に応じ、6月に1回実施する点検。
・消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無など主として外観から判別できる事項
・消防用設備等について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項

消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能
を確保するため、消防用設備等の種類等に応じ、年に1回実施する点検。

①特定防火対象物 1年に1回
②上記以外 3年に1回

※特定防火対象物とは
百貨店、旅館、病院その他の防火対象物で
不特定多数の者が出入りするもの
（社会福祉施設等も特定防火対象物に含まれる）



〇防火防災に役立つ情報を発信
〇気になる単語を調べてみよう「自動応答機能」

LINEアプリで
「堺市消防局」を検索して登録してね！

タッシー



救急車要請時のお願い①

救急隊に提示して頂きたい情報

・傷病者の氏名、性別、生年月日、現住所
・受診歴のある医療機関
（入院歴、手術歴がある病院は特に）

・既往歴、アレルギー
（治療中、完治問わず内因性疾患を中心に）

・服用中薬歴（薬手帳・処方箋の提示でも可）
・家族等の情報（氏名、関係、連絡先）
・日常のＡＤＬ、認知機能

一枚にまとめておくとよりスムーズです！

堺市 救急隊に伝えること見本はコチラ→



医療機関名

堺市立総合医療センター

担当者氏名施設名称

〇〇

０７２－１２３－４５６７

普
段
の
状
態

ＡＤＬ

電話番号

０７２－○○○-○○○○入居施設の連絡先

有 　無（高血圧の薬と血をサラサラにする薬を飲んでます。）

担当者・主治医

堺市消防局

アレルギー 無 　有（エビを食べると湿疹がでます。　　　　　　　　　）

お薬手帳

電話番号

□ 自立　・　■ 一部介助　・　□ 全介助

麻痺 □ 無・■ 有（右足がやや不自由、引きずりながら歩く。　　）

普段の意識状態

その他
（特に救急隊に伝え

　たいことなど。）

左耳が聞こえにくいので、右側からゆっくりと話しかけてください。

病　　歴 脳梗塞

記載日：令和３年４月１日

氏名
シメイ

生年月日 昭和21年6月1日生 ７４歳

住所 堺市堺区大浜南町３－２－５

受け答えは概ね正常であるが、何回も同じことを話します。

キ
ー

パ
ー

ソ
ン

家族等 □ 無　・　■ 有

連絡先

氏名 続柄
居住地

（都道府県・市町村）

緊急時の連絡先
（できれば自宅と携帯の両方を記載）

1 消防
ショウボウ

　一朗
イチロウ

父 大阪府大阪市 ０６－２２２２－３３３３

2

3

ヘルパー

堺　大和

緊急時連絡先 代表番号

 ０７２－
○○○-○○○○

 ０７２－
○○○-○○○○

 ０７２－
○○○-○○○○

消防
ショウボウ

　太郎
タロウ

受診歴のある病院（救急搬送に対応できる医療機関があれば記載してください。）

①　堺市立総合医療センター（平成25年から脳梗塞で通院中）

医師
 ０７２－
○○○-○○○○

大阪　花子

サービス付高齢者住宅○○〇〇

情報連絡シート

性別 男

身体状況

自立度

医

療
・

介
護

連

携
機

関

連
携

先

種別



救急車要請時のお願い②

救急要請を行った経緯を説明

・緊急を要する症状があるか。
（意識が無い、物を喉に詰まらせた、呂律が回
らず話しにくい、胸や背中の突然の激痛等）

・いつから、普段との違いを簡潔に。
・発症や受傷の目撃の有無は特に重要です。

応急手当の実施 誘導（開錠）

意識が無く正常な呼吸をし
ていない場合は、速やかに
一次救命処置を実施してく
ださい。

玄関など入り口を開錠して
いただくとともに、救急隊
が到着したら、傷病者の居
場所まで誘導してください。



救急車要請時のお願い③

把握しておいていただきたい情報
（人生会議）

・原則、救急隊は出来得る限りの処置を実施します。
・人生の最終段階における治療の希望がある場合には、
あらかじめ家族や担当医師と協議して事前に対応に
ついて取り決めを行ってください。

・心肺蘇生を望まない場合は救急要請を行わずに看取る
ことができる連絡体制が必要になります。

救急車への同乗

詳しく状況がわかる方の同乗をお願いします。
同乗できない場合でも、ご家族や他の職員に連絡をとっ
ていただくなど、関係者が迅速に搬送先医療機関へ来て
くださるようにお願いします。



いざというときに備えて①

救急安心センターおおさか

突然の病気やケガで「救急車を呼んだほうがいいの
か？」「自分で病院へ行ったほうがいいのか？」迷った
ときにご活用ください。
救急医療の電話相談に、看護師が医師の支援体制のもと
24時間・365日対応します。緊急性が高い場合は、ただち
に救急車が出動します。ただし、意識が無いなど、緊急
の場合は迷わずに119番通報してください。



いざというときに備えて②

応急手当を学びましょう

胸骨圧迫やＡＥＤの使い方を学べる応急
手当講習を定期的（２～３年に一度）に
受講しましょう。
５人以上の団体様には、ご準備いただい
た会場に救急課から講師を派遣します。

消防局が開催する３日間の講習を受講して「応急手当普
及員」に認定されれば、事業所の職員等に対して普通救
命講習（３時間）や救命入門コース（１時間３０分）の
講習指導を行うことができます。

応急手当普及員を養成しています！



いざというときに備えて③

まちかどＡＥＤ

消防局では、ＡＥＤを設置し
ている民間事業者等からの申
請により、ＡＥＤ設置情報を
ホームページやGoogleマップ
のマイマップに公開するほか、
消防局の指令管制システムに
登録し、119通報受信時に必要
に応じて指令管制員がAED設置
場所を伝え活用する事業を実
施しています。

施設等に設置されているＡＥＤを登録していただいておくと、地域の
ためにＡＥＤを貸し出すほか、施設内においても119通報時に通信指
令員からＡＥＤの搬送・使用を指示することができ、タイミングを逃
さずにＡＥＤを使用することに繋がります。

堺市 まちかどＡＥＤ

まちかどＡＥＤマップ
（Googleマップ）

1,519台
（R5.3.1 現在）





業務継続計画（BCP）の策定について



a.平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水
道等のライフラインが停止した場合の対策、必要
品の備蓄等）

b.緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制
等）

c.他施設及び地域との連携

業務継続計画（BCP）の策定について

a.平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に
向けた取組の実施、備蓄品の確保等）
b.初動対応
c.感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚
接触者への対応、関係者との情報共有等）

業務継続計画に盛り込むべき項目

感染症に係る業務継続計画 災害に係る業務継続計画

策定した業務継続計画に基づき求めら
れる措置及び取組

１．各担当者を決めておくこと（誰が、何をする
か）

２．連絡先を整理しておくこと
３．必要な物資を整理しておくこと
４．上記を組織で共有すること
５．定期的に見直し、必要に応じて研修・訓練を

実施すること

研修・訓練について

居宅サービス
（一部地域密着型含む）

施設サービス
（一部地域密着型含む）

・年2回以上の研修
実施と新規採用時
の研修実施

・年2回以上の訓練
（机上可）実施

・年1回以上の研修
実施と新規採用時
の研修実施

・年1回以上の訓練
（机上可）実施

ひな形が厚生労働省より示されていますのでご確認ください。 検索厚生労働省 BCP



災害発生時は災害時情報共有システムで
被災状況を報告してください

１）災害時情報共有システムとは
災害発生時に、介護施設・事業所等（以下、「介護施設等」という）の被災状況を

介護施設等と自治体、国（厚生労働省）の間で情報共有するためのシステムです。
災害発生後、災害の規模などから必要に応じ、国(厚生労働省)が被災状況の報告を求

めます。国は自治体を通じ、介護施設等の皆さまへ報告を依頼しますが、その際、介
護サービス情報公表システムにアクセスし、被災情報の報告を行っていただきます。

介護サービス
情報公表センター

TEL
06-6762-9476

E- mail
kouhyou@osakafu
syakyo.or.jp

【問い合わせ先】



つづいて……

⚫ 居宅サービス事業所・居宅介護支援事業所
（地域密着型サービス一部含む）

⚫ 介護保険施設
(地域密着型サービス一部含む)

……施設編

⚫ 地域密着型サービス事業所 ……地域密着型編

⚫ 有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅

……有料老人ホーム・サ高住編

…居宅事業所編





１．指導方針

３．質問の多い項目

２．主な指摘事項

４．集団指導受講報告書の作成





指導方針

利用者の意思・人格を尊重した利用者の立場に立ったサービ
ス提供と、適切な事業運営の確保及びサービスの質の向上を
目的として、事業の運営及び介護報酬の請求が適正かつ健全
に行われているかを判断し、法令に反する不適正・不健全な
運営については是正を行います。

運
営
指
導

新規開設事業所 開設後６か月経過を目途に実施

既存事業所
・順次実施

・必要に応じて実施

※運営指導に当たっては、あらかじめ日時等を文書により介護
サービス事業所へ通知しますが、事前通知により当該事業所
の状況を確認することができないと認められる場合は、指導
開始時に文書により通知することがあります。



重点指導項目

人員・設備・運営の遵守

• 人員基準の遵守及び勤務体制の確保
• 事業運営に必要な書類の整備
• 居宅介護支援事業所の運営基準
• 個別サービス計画の適切な作成

安全管理体制の確保
• 事故予防、再発防止策の徹底
• 感染症の予防、まん延防止

利用者の尊厳を重視した
適切な処遇

• 虐待防止及び身体拘束の廃止
• プライバシー保護
• 苦情処理体制の確立

コンプライアンスの確保 • 業務管理体制の整備

介護報酬の適正請求
• 算定基準の遵守状況
• 加算に係る算定要件等
• 保険者への必要書類の届出





人員基準の遵守全事業所共通

▶月ごとに作成し、日々の
勤務時間、職務内容、常勤
非常勤の別等を明確にする
こと。

▶同一法人内での他事業所
との兼務を明確に区分する
こと。

勤務予定表の作成 勤務実績の記録

▶従業者が法人代表・役員
である場合も記録すること。

▶日々の正確な出退勤時間
を記録すること。

☆よくある指摘事例
・押印のみの出勤簿
・併設住宅や併設事業所と
の兼務状況が不明確

←両方→
必要



計画・記録の作成全事業所共通

個別サービス
計画

サービス
提供

サービス
提供記録

サービス
利用票

居宅介護支援
事業所 各サービス事業所

▶居宅サービス計画、利用票、提供票、
個別サービス計画、実際のサービス提供、
サービス提供記録の内容が一致しているこ
とが原則。

居宅サービス
計画

サービス
提供票

☆よくある指摘事例
・居宅サービス計画に基づかないサービス提供の実施。



研修の実施全事業所共通

年間研修計画を策定してください。

▶事業者は従業者の資質の向上のために、研修の機会
を確保しなければなりません。

▶研修機関が実施する研修や当該事業所の研修への参
加の機会を計画的に確保してください。

研修計画を策定
（高齢者虐待に関する項目を

毎年度入れること）

実施記録の作成

☆よくある指摘事例
・非常勤従業者に対して研修の機会が確保されていない。





① 前６月間に作成した居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通
所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護がそれぞれ位置付けら
れた居宅サービス計画の数が占める割合

② 前６月間に作成した居宅サービス計画に位置付けた訪問介護、通所
介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護ごとの回数のうちに同一
のサービス事業者によって提供されたものが占める割合（上位３位
まで）等

利用者等に説明する内容

指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、

につき十分に説明を行わなければならない。

居宅介護支援 運営基準減算について

説明方法 ※ ③～⑤の全てを行うこと。

③ 文書を交付すること。
④ ③について口頭での説明を懇切丁寧に行うこと。
⑤ 利用者が理解したことについて、 利用者から署名を得ること。



詳しくは、下記堺市ホームページから参考資料、QA等をご覧ください。

👆

居宅介護支援 運営基準減算について

現時点で厚生労働省より発出されている通知等に基づきお知らせ
しております。
厚生労働省よりQA等が発出されることにより取り扱いが変更され
る場合もありますので、今後、厚生労働省より提供される情報を
よくご確認ください。

堺市トップページ ▶ 健康・福祉 ▶ 福祉・介護 ▶
高齢者福祉 ▶ 事業者向け情報 ▶ 介護事業 ▶ 居宅
サービス事業・介護予防サービス事業・居宅介護支援事業関
係 ▶ （１）お知らせ ▶ 居宅介護支援事業に関するお
知らせ ▶ 運営基準減算について（注意喚起）

掲載場所 堺市役所 ホームページ 検索



個別サービス計画の受領居宅介護支援

居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者に
対して、個別サービス計画の提出を求めてください。

➢ 居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性につ
いて確認する必要があります。

➢ 各指定居宅サービス事業者には、個別サービス計画を提出す
ることが義務付けられていないため、居宅介護支援事業者か
ら個別サービス計画の提出を求める必要があります。

個別サービス
計画

居宅サービス
計画 計画を渡す

相互の計画の
整合性を確認

ケアマネジャーの仕事

計画をもらう

居宅介護支援事業所



居宅サービス計画の交付居宅介護支援

居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画
を遅延なく利用者及び担当者に交付してください。

➢ 介護支援専門員は、担当者に対して居宅サービス計画を交付す
る際には、当該計画の趣旨及び内容等について十分に説明し、
各担当者との共有、連携を図った上で、各担当者が自ら提供す
る居宅サービス等の当該計画における位置付けを理解できるよ
うに配慮する必要があります。

➢ 個別サービス事業所は、既に居宅サービス計画が作成されてい
る場合は、当該計画の内容に沿った個別サービス計画を作成し
なければなりませんので、居宅サービス計画を速やかに交付す
る必要があります。

居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付してい
ない場合は、運営基準減算に該当します。





管理者及びサービス提供責任者の責務訪問介護

訪問介護員としてシフトに入るなどにより、管理者･サービス提
供責任者の本来の責務に支障をきたさないこと

管理者の責務

●従業者及び業務の一元的な管理。 ●従業者への指揮命令。

●訪問介護計画の作成、利用者への説明･交付。

●サービス実施状況の把握、訪問介護員への指示･助言･指導。

●利用申し込みに係る調整。 ●利用者の状態の変化や意向の把握。

●居宅介護支援事業者等との連携(サービス担当者会議への出席、服薬状況や口

腔機能その他利用者の状態等の必要な情報連携)

●訪問介護員等へ具体的な援助目標及び援助内容の指示、利用者の状況について

の情報伝達。

●訪問介護員等の業務実施状況の把握、研修や技術指導等の実施。

●訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理の実施。

●その他サービス内容の管理について必要な業務

サービス提供責任者の責務



訪問介護計画の作成訪問介護

居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に
沿って訪問介護計画を作成しなければなりません。

✓ 運営指導では以下の指摘事項が多く見受けられるため、
計画作成の際は注意してください。

➢ 居宅サービス計画で位置付けられているサービス提供を
行う日時が訪問介護計画で位置付けられている日時と相
違している。

➢ 居宅サービス計画で位置付けられている具体的なサービ
スの内容が訪問介護計画に位置付けられていない又は内
容が相違している。

居宅サービス計画
月・木→入浴介助
火・金→買物代行

訪問介護計画
月・木→買物同行
火・金→洗濯・掃除



サービスの提供の記録訪問介護

【主な指摘事項】
➢ サービス実施時間が一律に記載されており、サービスの実態が反
映されていない。

➢ サービス実施時間を変更した際、変更した旨とその理由が記録さ
れていない。

➢ 買い物代行について、預り金やおつり、購入品等が正確に記載さ
れていない。

➢ 特記･連絡事項、備考欄等に、利用者の状況や状態についてほとん
ど記載されていない。

➢ サービス提供責任者による記録の点検が十分に行われていない。

訪問介護を提供した際には、提供日、具体的なサービスの
内容、利用者の心身の状況その他必要な事項を記録すると
ともに、利用者からの申し出があった場合には、文書の交
付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提
供しなければならならい。



（その他）よくある指摘事項訪問介護

✓ 管理者、サービス提供責任者が常勤であるか確認ができない。
→ 出勤簿やタイムカードに日々の具体的な出勤時刻、

退勤時刻を記録してください。

✓ 訪問介護事業所と(併設)施設との従業者の勤務時間の切り分けが
できていない。
→ それぞれの勤務時間が分かるよう、切り分けて記録して

ください。

✓ 資格の有無が確認できない。
→ 資格要件に当てはまっているか確認のうえ、写しを

保管するなど確認ができる状態にしてください。

✓ 初回加算の算定要件であるサービス提供責任者の訪問が確認できない。
→ サービス提供記録や支援経過等にサービス提供責任者が

同行した旨を必ず記録してください。

令和４年度の運営指導で多く見受けられた指摘項目です。





訪問看護計画の作成訪問看護

主治医意見書・居宅サービス計画に基づき、訪問看護計画
を作成後

に対して、訪問看護計画書を交付・提出すること。

➢ サービス提供開始前に交付・提出を行うこと。

➢ 利用者又は家族に対して十分な説明の上、利用者の同意を
得ること。

➢ 利用者にわかりやすい計画作成を行うこと。

➢ 居宅サービス計画が変更された場合は、必ず訪問看護計画
を変更すること。

➢ ケアマネジャーへの提供について協力を行うこと。

利用者（家族） 主治医



加算についての説明と同意訪問看護

【緊急時訪問看護加算等の同意】

⚫ 緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算について、利用者又
は家族に対して十分な説明の上、利用者の同意を得て算定して
いない。

契約時の重要事項説明書を説明する中で包括的に同意を得る
のではなく、必要に応じて利用者に対して個別に説明を行い、
同意を得た上で算定すること。

✓ 緊急時訪問看護加算
利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常

時対応できる体制にある事業所において、当該事業所の看護師等が訪問看護を受け
ようとする者に対して、当該体制にある旨及び計画的に訪問することとなっていな
い緊急時訪問を行う体制にある場合には当該加算を算定する旨を説明し、その同意
を得た場合に加算する。

✓ ターミナルケア加算
主治医との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体

制について利用者及びその家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケア
を行っていること。



サービス提供の内容訪問看護

【提供するサービスの根拠】

訪問看護事業所の管理者は利用者の主治医が発行する訪問看
護指示の文書に基づき指定訪問看護が行われるよう管理を行
わなければなりません。
居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿っ
たサービス提供を行わなければなりません。
居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容
に沿って訪問看護計画書を作成しなければなりません。

居宅介護支援
事業所

訪問看護
事業所

主治の医師

訪問看護計画
居宅サービス

計画
指示書





設備基準の遵守
（地域密着型）
通所介護

•届出時のレイアウトと現状が異なっている。（レイアウトの変更）

•静養室内で機能訓練やマッサージを実施する等、届出した内容と異
なる用途で設備を使用している。

☆上記の場合には変更届の提出が必要となります。

通所介護事業所では以下の設備を要します。

●食堂及び機能訓練室 ●静養室

●相談室 ●事務室

その他必要な設備

●洗面設備

●便所

●厨房（食事を提供する場合）

●浴室・脱衣室（入浴介助を行う場合）



人員基準の遵守
（地域密着型）
通所介護

勤務予定表の作成 勤務実績の記録

利用定員が１０人以下 利用定員が１０人を超える場合

▶管理者
▶生活相談員
▶看護職員
▶介護職員
▶機能訓練指導員

▶管理者
▶生活相談員
▶介護職員
▶機能訓練指導員

加算算定の場合は、要件を満たした人員配置が必要

➢ 誰がどの職種で配置されているのかを明確にする必要があります。

➢ 加算算定の場合は「個別機能訓練加算(Ⅰ)イ･ロ」「口腔機能向上
加算」「中重度者ケア体制加算」等と誰が見ても分かるように予定
表および実績一覧に記載しましょう。

プラス！



非常災害対策
（地域密着型）
通所介護

非常災害に関する具体的計画を立て、関係機関等との連携体制等の整備を行う。
非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。

•消防法施行規則第３条に規定する消防計画（これに準ずる計画

を含む）及び風水害、地震等の災害に対処するための計画

非常災害に際して必要

な具体的計画の策定

•消防法第８条の規定により防火管理者を置くこととされている

事業所は、消防計画の策定及び消防業務は防火管理者が行う。

•防火管理者を置かなくてもよいこととされている事業所は、防

火管理についての責任者を定める。

防火管理者の配置

•火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制を

とるよう従業員に周知徹底する。

•日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消

化・避難等に協力してもらえるような体制作りを求める

関係機関への通報及び

連携体制の整備

•避難訓練は消防機関と協力し通報訓練を行う等、年２回以上

の訓練を実施し、実施記録を作成する。

•訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携

に努めなければならない。

避難・救出訓練の実施

等の対策



利用定員の遵守
（地域密着型）
通所介護

➢ 定員数とは各単位の中で同時に利用できる最大の人数のこと
で、単位ごとに定員を定めること。

➢ 定員超過による減算とならない場合であっても、１日単位で
定員を遵守すること。

➢ 定員を変更する場合はすみやかに変更届出書を介護事業者課
に提出すること（変更から１０日以内）。

介護保険対象
利用者

保険対象外利用者
（体験･自費利用等）

利用定員の遵守合わせて



入浴介助加算Ⅱ
（地域密着型）
通所介護

医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等が

利用者の居宅を訪問し、利用者の状態を踏まえ、

浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価する

機能訓練指導員等が共同して、利用者宅を訪問し評価した者との

連携の下で、浴室等の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成する

入浴計画に基づき、個浴その他利用者の居宅の状況に

近い環境で、入浴介助を行う

評価していることが
記録されていない！

評価が反映
されていない！



個別機能訓練加算
（地域密着型）
通所介護

【居宅訪問・計画作成】

居宅訪問

確認内容（居宅図や
生活状況等）の
記録・共有

共同して
計画作成

課題の分析・整理

➢ 生活機能の維持･向上を図り、住み慣れた地域で居宅において可能な
限り自立して暮らし続けることを目指したものであること。

➢ 計画に基づいて行った個別機能訓練項目、訓練実施時間、個別機能
訓練の効果等について評価等を行うこと。

➢ 初回計画作成時に行った後、３月ごとに１回以上、居宅訪問を行い、
訓練内容の見直しを行うこと。

【実施記録】
➢ 個別機能訓練の目標、目標をふまえた訓練項目、訓練実施時間、個
別機能訓練実施者等について記録し、利用者ごとに保管すること。



運営推進会議
地域密着型
通所介護

地域密着型通所介護事業所は、運営推進会議の設置が必要です。

✓ 事業所が利用者、市町村職員、地域住民の代表者等に対し、提供して
いるサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者
の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、
サービスの質の確保を図ることを目的として設置するものです。

⚫ 構成メンバー
・利用者・利用者の家族
・地域住民の代表者
・事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員
・地域密着型通所介護について知見を有する者

➢ 事業所が自ら設置すべきものである。
➢ おおむね６月に１回以上開催しなければならない。



その他の指摘事項
（地域密着型）
通所介護

➢ 生活相談員がサービス提供日ごとに配置されていな
い。また配置されている時間が不足している。

➢ 中重度ケア体制加算に係る看護職員の配置がされて
いない。（当該看護職員が機能訓練指導員または口
腔機能向上加算に係る看護職員として勤務した時間
を含めている）

➢ 利用者の日々の利用状況等の記録が残されていない。

➢ 送迎時における待ち時間をサービス提供時間に含め
ている。

➢ 宿泊サービスを提供しているにも関わらず、届出が
なされていない。





人員基準の遵守
特定施設入居者
生活介護

【総利用者数の計算方法】

〇前年度の実績が１２月以上ある場合

A) 前年度の平均値で算出する。

⇒前年度の全利用者数の延数を当該前年度の日数で除して得た数

〇前年度の実績が１２月未満の場合

B) 実績が６月未満の場合（全くない場合を含む）

⇒定員の９０％で算出
C) 実績が６月以上１年未満の場合

⇒直近の６月における全利用者等の延数を６月間の日数で除して得た数

【例】
Aさん180日利用、 Bさん130日利用、Cさん365日利用
(180＋130＋365)÷365＝1.849…（小数点第2以下切上げ）1.9人

【例】定員数３０名 30×90％＝27人

【例】
Aさん90日利用、 Bさん70日利用、Cさん180日利用 ※６月の延日数180日
(90＋70＋180)÷180＝1.888… （小数点第2以下切上げ）1.9人



人員基準の遵守
特定施設入居者
生活介護

【介護職員・看護職員】
⚫ 介護職員と看護職員の合計数
➢ 要介護及び要支援（1人を0.3人と換算）の総利用者数をもとに、
3又はその端数を増すごとに1以上必要。（３：１の配置）

要介護の
利用者数

要支援の
利用者数

必要人員数
（小数点以下切上げ）

０．３ ３

⚫ 看護職員
➢ 看護師又は准看護師の有資格者。
➢ うち１人以上は常勤であること。
➢ 右の表による配置であること。

総利用者数 看護職員（常勤換算）

～３０ １以上

３０超～８０ ２以上

８０超～１３０ ３以上

以下５０ごとに１を加える

⚫ 介護職員
➢ 常に１人以上であること。（介護職員がいない時間帯はない）
➢ うち１人以上は常勤であること。



サービス提供記録
特定施設入居者
生活介護

⚫指摘の内容

「提供した具体的なサービスの内容等を記録すること」

サービス提供日、サービスの内容、利用者の状況

その他必要な事項を記録しなければならない。

（例）入浴介助に替えて清拭を行った際の記録がない。



個別機能訓練加算
特定施設入居者
生活介護

【計画作成】

➢ 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その
他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計
画を作成すること。

➢ 計画に基づいて行った訓練の効果、実施方法等について
評価等を多職種共同で行うこと。

➢ 開始時及びその３月ごとに１回以上、利用者に対して計
画内容を説明し記録を行うこと。

【実施記録】

➢ 担当者の氏名、実施時間、訓練内容等について記録し、
利用者ごとに保管され、常に個別機能訓練の従事者によ
り閲覧が可能であるようにすること。



看取り介護加算
特定施設入居者
生活介護

【看取り介護加算に関する同意】

➢ 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対し
て、当該指針の内容を説明し、同意を得ること。契約時の重要事項説明
書を説明する中で包括的に同意を得るのではなく、必要に応じて利用者
に対して個別に説明を行い、同意を得ること。

➢ 医師等が共同して作成した看取り介護に係る計画について、医師等のう
ちその内容に応じた適当な者が説明を行い、当該計画について同意を得
ること。

➢ 看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ随
時、医師等の相互の連携の下、介護記録等利用者に関する記録を活用し
行われる介護について、説明を行い同意を得ること。

➢ 「利用者が特定施設を退居等した月と死亡した月が異なる場合」、「利
用者が退居等する際、退居等の翌月に亡くなった場合」に、前月分の看
取り介護加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文
書にて同意を得ていること。また、退去後も継続して医療機関等に対す
る情報提供等を行うことが必要であり、情報の共有を円滑に行う観点か
ら、医療機関等と利用者の情報連携を行うことについて、退居の際に説
明し文書にて同意を得ること。



サービス提供体制強化加算
特定施設入居者
生活介護

【職員の割合の記録】

⚫ 指摘の内容

前年度の実績が６月に満たない事業所において、直近３月間の
職員の割合を用いることができるが、割合について毎月記録で
きておらず、継続的に所定の割合を満たしていることが確認で
きない。

前年度の実績が６月に満たない事業所においては、届け出日
の属する月の前３月の平均割合を用いて届出が可能であるが、
届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合に
つき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。
なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の
割合を下回った場合については、直ちに届出を提出しなけれ
ばならない。





福祉用具の提案福祉用具貸与

【適切な福祉用具を選択するための情報提供】

⚫ 指摘の内容

利用者が福祉用具を選択するにあたり、同一種目における複
数の福祉用具の提案がされていない。

➢ 福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機
能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利
用者に提供すること。

➢ 貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商
品の全国平均貸与価格等を利用者に説明すること。

【機種の検討と提案、利用者への情報提供】
• 機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報。
• 同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に
関する情報。



計画の作成・見直し 提供記録
福祉用具貸与
特定福祉用具販売

【計画の作成・見直し】

⚫ 指摘の内容

「福祉用具貸与計画、特定福祉用具販売計画の作成が行われていない」

「計画を利用者へ説明し、同意を得ていることが確認できない」

「居宅サービス計画に沿った福祉用具貸与計画、特定福祉用具販売計画の作成

がなされていない」

「福祉用具貸与計画、特定福祉用具販売計画に位置付けられたサービスが、居

宅サービス計画に位置付けられていることが確認できない」

【サービス提供記録】

⚫ 指摘の内容

「提供日、具体的なサービス内容、利用者の心身の状況が記録されていない」

「軽度者に対する福祉用具貸与について、その状態像から見て使用が想定しに

くい福祉用具を貸与する理由が確認できない」





質問の多い項目

減算等の
内容

算 定 要 件

①・③
10％減算

②
15％減算

①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する
建物に居住する者（②に該当する場合を除く。）

②上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人
数が１月あたり５０人以上の場合

③上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者（当
該建物に居住する利用者の人数が１月あたり２０人以
上の場合）

＝ 当該利用月の利用者数の平均
日毎の当該建物の利用者数の月累計

当該月の日数

➢ 利用者数の計算方法

⚫同一敷地内建物等に居住する利用者に対する取扱い

訪問系サービス

※ 利用者数とは、当該事業所とサービス提供契約のある利用者のうち、該当する建物に居住
する者の数をいう。(サービス提供契約はあるが、当該月において、訪問介護費の算定がな
かった者を除く。)



質問の多い項目
居宅介護支援

Q 居宅介護支援費（Ⅱ）の緩和要件にある「事務職員の配置により負担軽減や効率化を図る」介護支援専門
員が行う一連の業務とはどのようなものか。

A 介護支援専門員が行う直接的なケアマネジメントの他、間接的なケアマネジメント業務も負担軽減や効率
化の対象とする。
＜例＞〇要介護認定調査関連書類関連業務（書類の受領、打ち込み、複写、ファイリングなど）

〇ケアプラン作成関連業務（関連書類の打ち込み、複写、ファイリングなど）
〇給付管理関連業務（関連書類の打ち込み、複写、ファイリングなど）
〇利用者や家族との連絡調整に関する業務
〇事業所との連絡調整、書類発送等業務
〇保険者との連絡調整、手続きに関する業務
〇給与計算に関する業務 など

※事務職員を配置する場合は、介護支援専門員1人あたり月24時間以上の事務職員の勤務が必要です。
事務職員が同業務に従事する勤務時間を記録する必要があります。

Q 「令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支
援専門員であることとする」とされているが、不測の事態による場合は、管理者を介護支援専門員とする
取扱いが可能とある。不測の事態とは具体的にどのような場合が想定されるか。

A 不測の事態（※）により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合であって、主任介
護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、今後の管理者確保のための計画書を保険者に届出た場合。
なお、この場合、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年間猶予する。
（※）不測の事態について想定される主な例は次のとおり
・本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生
・急な退職（人事異動は含まない）や転居 等



質問の多い項目

訪問介護

Q 看取り期の利用者に訪問介護を提供する際は、2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合に、所要時間
を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定が可能となったが、所要時間を合算するという従来の取扱いを
行うことは可能か。

A 可能である。つまり、いわゆる2時間ルールの弾力化は、看取り期の利用者に対して、頻回かつ柔軟な訪
問介護を提供した場合の手間を評価するものであることから、それぞれの所要時間を合算して所定単位数
を算定する場合と合算せず算定する場合を比較して、前者の所定単位数が高い場合には所要時間を合算し
てもよい取扱いとする。なお、当該弾力化が適用されるのは、医師が一般に認められている医学的知見に
基づき回復の見込みがないと利用者を診断した時点以降であるが、適用回数や日数についての要件は設け
ていない。

訪問看護

Q 看護体制強化加算に係る経過措置について、令和5年4月1日以後に「看護職員の離職等」により基準に適
合しなくなった場合の経過措置が示されているが、看護職員の離職以外にどのようなものが含まれるのか。

A 看護職員の離職以外に、看護職員の病休、産前産後休業、育児・介護休業又は母性健康管理措置としての
休業を取得した場合が含まれる。



質問の多い項目

Q 入浴介助加算（Ⅱ）は居宅に浴室がない利用者にも想定されているか。

A 居宅とは、利用者の自宅（高齢者住宅を含む。）のほか、利用者の親族の自宅が想定される。なお、自宅
に浴室がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や、本人が希望する場所で入浴するには心身
機能の大幅な改善が必要となる利用者にあっては、以下①～⑤をすべて満たすことにより、当面の目標と
して通所介護等での入浴の自立を図ることを目的として、同加算を算定することとしても差し支えない。
①通所介護等事業所の浴室において、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等が
利用者の動作を評価する。

②通所介護等事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備を備える。
③通所介護等事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者等との連携の下で、当該
利用者の身体の状況や通所介護等事業所の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。なお、
個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計
画の作成に代えることができるものとする。

④個別の入浴計画に基づき、通所介護等事業所において、入浴介助を行う。
⑤入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護等以外の場面での入浴が想定できるようになって
いるかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。

（地域密着型）通所介護

Q 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置すること
に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて１名以上配
置することとなっているが、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名しか確保できない
日がある場合、その日は個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定できるか。

A 差し支えない。ただし、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置しているのみ
の場合と、これに加えて専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じ
て１名以上配置している場合では、個別機能訓練の実施体制に差が生じるものであることから、営業日ご
との理学療法士等の配置体制について、利用者にあらかじめ説明しておく必要がある。



ホームページより様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、
期限までに提出してください

堺市トップページ ▶ 健康・福祉 ▶ 福祉・介護 ▶
高齢者福祉 ▶ 事業者向け情報 ▶ 介護事業 ▶ 令和
５年度介護保険施設・事業所等集団指導の実施について

掲載場所 堺市役所 ホームページ 検索



【選択】



１．令和5年度指導方針

２．主な指摘事項

４．集団指導受講報告書の作成

３．質問の多い項目



● 自己点検の奨励

● 高齢者虐待の防止

● 入所者等への身体的拘束等の

原則禁止

● 緩和措置中項目の適応

● 感染症及び食中毒の予防と

まん延防止

令和５年度 介護保険施設
指 導 方 針

重点指導項目
● 栄養管理

● 口腔衛生管理

● 事故の防止及び発生時の

対応

● 勤務体制の確保等

● 各種加算の算定要件



主な指摘事項

〇運営規程と重要事項説明書の内容が乖離しているため、整合するこ
と。

〇施設サービス計画を作成した際に入所者に対して施設サービス計画を
交付すること。

〇入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した
文書に提供するサービスの第三者評価の実施状況を記載すること。

〇管理者が常勤である事が確認出来ませんでした。勤務形態を見直す
か、常勤要件を満たす者と変更すること。



主な指摘事項

〇「事務代行管理費」については、利用者等又はその家族等の自由な
選択に基づいて取り扱うこと。

〇身体的拘束等を行う場合の記録について、その態様や時間、その際
の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記載する様式
が使用されていないケースがありました。身体的拘束を実施する際
に使用する様式を確認のうえ、取り扱いを統一させること。

〇日常生活継続支援加算（Ⅱ）の算定にあたっては、割合を毎月記録
すること。

〇身体的拘束等の適正化のための指針に必要な項目が盛り込まれてい
ないため、見直すこと。



質問の多い項目

Q 口腔衛生の管理について、運営基準上に位置付けられたが、具体的にどのような対応を行
う必要があるのか。

A 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対し口腔衛生の管理に係
る技術的助言及び指導を2回以上行うこと。また、口腔衛生の管理体制に係る計画を作成す
るとともに必要に応じて定期的に計画を見直すこと。

Q 重要事項説明・契約時に転倒や怪我等のリスクについて説明し、同意を取りたいが問題な
いか。事故等が起こった際に施設が責任を負わないつもりではなく、あくまでもリスクの
存在の説明である。

A 同意書を取得することを規制する基準等はないので問題ない。ただし、利用者側が同意し
なかったからと言って契約を拒否することは正当な利用拒否とは言えず、基準違反となる。

Q （新型コロナウイルス感染症の）クラスターが発生した事により、在宅復帰率が下がった。
入退所を一時停止する期間や休業理由を事前に伝えた記録はないが、発生報告は行ってい
た。該当月を除外して計算して良いか。

A 基本的に事前に堺市へ伝達が必要である。発生報告に記載等でも良いので堺市へ伝達のう
え事業所でも記録を行う事。



ホームページより様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、
期限までに提出してください

堺市トップページ ▶ 健康・福祉 ▶ 福祉・介護 ▶
高齢者福祉 ▶ 事業者向け情報 ▶ 介護事業 ▶ 令和
５年度介護保険施設・事業所等集団指導の実施について

掲載場所 堺市役所 ホームページ 検索



【選択】



１．令和５年度指導方針

２．主な指摘事項

３．質問の多い項目

4．集団指導受講報告書の作成



● 自己点検の奨励

● 高齢者虐待の防止

● 入所者等への身体的拘束等の

原則禁止

● 緩和措置中項目の適応

● 感染症及び食中毒の予防と

まん延防止

令和５年度 地域密着型サービス事業者

指 導 方 針

重点指導項目
● 事故の防止及び発生時の

対応

● 勤務体制の確保等

● 各種加算の算定要件



ハラスメント防止のための方針の明確化及び対応体制を

整備し、従業者へ周知すること。

主な指摘事項

サービス共通（文書指摘）

従業者の資質向上を目的とした計画的な研修が実施されて

いなかったため、研修計画を作成し、実施すること。

居宅サービス計画に位置付けられていない介護保険サービ
スの利用があるため、計画の見直しを行うこと。



質問の多い項目

Q 計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か。
A 介護支援専門員である計画作成担当者は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所にお

ける他の職務を除き、兼務することはできない。（同時並行的に業務遂行をする事を不可
とし、曜日・時間等を切り分ければ可）

Q 指定認知症対応型共同生活介護事業所における外部評価の実施回数について、本来1年に1
回以上のところ、2年に1回とする事ができる場合の要件の一つとして「過去に外部評価を
5年間継続して実施している」ことが挙げられているが、運営推進会議における評価を行っ
た場合、外部評価を実施したとみなし継続年数に参入することができるか。

A できない。継続年数に参入することができるのは、外部の者による評価を行った場合に限
られる。

Q 家賃や光熱水道費、その他の費用を値上げする際の取扱いは。
A あらかじめ利用者又はその家族に対して説明を行い、利用者等の同意を得る。重要事項説

明や契約書に値上げ時の取扱いの定めがあれば、その通りに行う。運営規程を変更し、市
に変更届を提出する。

Q 指定地域密着型通所介護事業所において、地域密着型通所介護計画を生活相談員が作成す
ることは可能か。

A 不可。地域密着型通所介護計画は管理者が作成しなければならない。



ホームページより様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、
期限までに提出してください

堺市トップページ ▶ 健康・福祉 ▶ 福祉・介護 ▶
高齢者福祉 ▶ 事業者向け情報 ▶ 介護事業 ▶ 令和
４年度介護保険施設・事業所等集団指導の実施について

掲載場所 堺市役所 ホームページ 検索





1. 堺市有料老人ホーム設置運営指導指針
（令和3年7月1日版）について

2. 重要事項説明書・情報開示一覧・財務諸表(写し）の提出
について

3. 有料老人ホームへの立入検査について

4. 令和４年度立入検査での主な指摘事項

5. 有料老人ホームにおける変更届出書について

6. 集団指導受講報告書の作成



【堺市有料老人ホーム設置運営指導指針（令和3年7月1日版）】
https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/fukushikaigo/koreishafukushi/jigyo/fukushi/yuryorojinhome.html

堺市トップページ＞健康･福祉＞福祉･介護＞高齢者福祉＞事業者向け情報＞福祉事業＞有料老人ホーム(事業者用)

有料老人ホームの設置及び運営に関して、遵守しなければならない事項を定めたもの。有
料老人ホームは、本指針に定める基準を満たすだけでなく、安全・安心なサービスを提供
し、高齢者の暮らしを支援してください。

① 有料老人ホーム（届出の有無にかかわらず、入居サービス及び介護等サービスの実施
が認められるものは、すべて有料老人ホームに該当します。）

② 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅（サービス付き高齢者向け住
宅のうち、食事、その他日常生活上の便宜を提供する住宅については、老人福祉法第
２９条第 １項 で 規定 される「有料老人ホーム」に該当します。）

指針とは

必ずご確認ください👆

有料老人ホーム 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅

１．堺市有料老人ホーム設置運営指導指針（令和3年7月1日版）について

対象になるのは

https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/fukushikaigo/jigyo/fukushi/yuryorojinhome.html


① 重要事項説明書（下記URLから所定の様式をダウンロード）
② 情報開示一覧表（下記URLから所定の様式をダウンロード）
③ 直近事業年度の法人の財務諸表(貸借対照表、損益計算書のみ。内訳不要)
※①、②は堺市ホームページに公表します。

（堺市有料老人ホーム設置運営指導指針第14）

堺市トップページ ＞ 健康・福祉 ＞ 福祉・介護 ＞ 高齢者福祉 ＞ 事業者向け情報
＞ 福祉事業 ＞ 有料老人ホーム（事業者用）

【有料老人ホームの情報開示について】

https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/fukushikaigo/koreishafukushi/jigyo/fukushi
/yuryorojinhome.html

入居希望者のニーズに合った有料老人ホームの選択に資するとともに、事業者の法令遵
守の確保を図るため、老人福祉法の規定に基づき、有料老人ホーム情報を報告してくだ

さい。下記の①～③について、毎年7月1日の状況を報告してください。

(例年7月末日が提出期限)

２．重要事項説明書・情報開示一覧表・財務諸表（写し）の提出について

必ずご確認ください👆

提出の対象は

➢ 「有料老人ホーム」
➢ 有料老人ホームに該当する「サービス付き高齢者向け住宅」



第２９条第１３項 都道府県知事は、この法律の目的
を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管
理者若しくは設置者から介護等の供与（将来において
供与をすることを含む。）を委託された者（以下「介
護等受託者」という。）に対して、その運営の状況に
関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又
は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当
該有料老人ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所
若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の
物件を検査させることができる。

根拠法：老人福祉法（昭和38年法律第133号）

1. 建物全般(建物構造、消火設備等)

検査内容

2. 居室(一般居室、介護居室等)

3. 共用設備(食堂、浴室等)

4. 入居者の状況(年齢、要介護等)

5. 職員の状況(勤務体制、研修等)

6. 契約書、重要事項説明書、管理規程

7. 利用料(敷金、介護費用等)

8. 帳簿記録・保存状況(感染症対策、虐待防
止対策、身体的拘束廃止対策、苦情・事
故発生時対応等)

9. 運営懇談会(実施状況、議事録等)

10.非常時対応(業務継続計画策定状況、消
防・避難訓練等)

11.各種サービス提供状況（食事、入浴、健
康管理、安否確認、状況把握、生活相談、
洗濯、清掃等）

３．有料老人ホームへの立入検査について

必要書類の事前提出、当日
は関係書類の準備等、円滑
な実施へのご協力をお願い
します。



４．令和４年度立入検査での主な指摘事項 ～有料老人ホーム・有料該当サ高住～

① 入居者の実態に即し、夜間の介護及び緊急時に対応できる職員体制及び勤
務ローテーションとし、昼夜を問わず１名以上の職員が常駐していること。
ただし夜間においては宿直体制を否定するものではない。

【堺市有料指針８（１）四】

Check👆
✓ 併設する事業所等、他の事業所と兼務する職員がいる場合、事業所ごと
に勤務時間を切り分けて、それぞれの事業所等に求められる人員基準等
を満たす必要があります。（他事業所に勤務する時間は、有料老人ホー
ムの勤務時間に含むことができません。）

✓ 多くの事業者が夜間帯に訪問介護事業所の職員1名のみの配置で事足りる
と誤認しています。有料老人ホーム又は有料該当サ高住の職員として1名
以上の配置が必要になります。



② 身体拘束等の適正化を図るために、次に掲げる措置を講じなければならな
い。

イ 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催
するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を
図ること。

ロ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
ハ 介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期
的に実施すること。

【堺市有料指針１０（７）】

③ 職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行って
はならない旨の方針を明確化し、職員に周知・啓発するとともに、相談に
対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための
窓口をあらかじめ定め、職員に周知する等、必要な措置を講じること。

【堺市有料指針８（３）二】

４．令和４年度立入検査での主な指摘事項 ～有料老人ホーム・有料該当サ高住～

Check👆
✓ 委員会の議事録、指針、研修資料等の整備が必要です。

Check👆
✓ 「事業主の方針等の明確化及びその周知･啓発」と「相談(苦情を含む。)
に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」が必要です。



４．令和４年度立入検査での主な指摘事項 ～有料老人ホーム・有料該当サ高住～

④ 有料老人ホームにおける事故の発生又はその発生を防止するため、次の措
置を講じること。

一．事故発生の防止のための指針を整備すること。
二．事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、
当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底
を図る体制を整備すること。

三．事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこ
と。

四．これらに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
【堺市有料指針１３（８）】

Check👆
✓ 委員会の議事録、指針、研修資料等の整備が必要です。
✓ 下線部分は、令和３年１０月から義務化されたものです。



①認知症介護基礎研修の受講
介護に携わる職員（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項

に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症基

礎研修を受講させるために必要な措置を講じること。【堺市有料指針８（２）二】

②業務継続計画の策定等
感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する処遇を継続的に行うための、及び非常時の

体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるこ

と。【堺市有料指針９（５）】

③感染症の予防及びまん延の防止のための措置
1. 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（６月に１回以開催）
2. 感染症及びまん延の防止のための指針の整備
3. 職員に対する感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の定期的な実施

【堺市有料指針９（７）】

④虐待の防止のための対策
1. 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催
2. 虐待の防止のための指針の整備
3. 職員に対する虐待の防止のための研修の定期的な実施
4. １～３に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

【堺市有料指針１０（４）】

以下の内容は、経過措置が令和６年３月３１日で終了しますので、
順次対応してください。

４．令和４年度立入検査での主な指摘事項 ～有料老人ホーム・有料該当サ高住～



堺市トップページ ▶ 健康・福祉 ▶ 福祉・介護 ▶ 高齢者福祉

▶ 事業者向け情報 ▶ 福祉事業 ▶ 有料老人ホーム（事業者用）

内「有料老人ホーム事業変更届出書」

✓ 提出方法 ： 全て郵送

✓ 提出期限 ： 変更から１ヶ月以内 ※当日消印有効

５．有料老人ホームにおける変更届出書について

➢事実発生日ごとに作成すること

➢施設ごとに１部作成すること

➢変更届出書への押印及び署名は不要であること

変更届出書

注意点

掲載場所（堺市ホームページ）



ホームページより様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、
期限までに提出してください

堺市トップページ ▶ 健康・福祉 ▶ 福祉・介護 ▶
高齢者福祉 ▶ 事業者向け情報 ▶ 介護事業 ▶ 令和
５年度介護保険施設・事業所等集団指導の実施について

掲載場所 堺市役所 ホームページ 検索


